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１．研究の背景と目的 

（１）研究の背景と目的 

遺跡の保存を観光開発や地域開発と関連させる動きは国際的に

も少なくない 1)。世界遺産では遺産の周辺を緩衝地帯として設定

し開発をコントロールして保護を担保するよう示されている 2)。

緩衝地帯は，視覚的な完全性（integrity）のためだけではなく，遺

跡の「setting（周辺環境）」を保護するためのものである 3)。この

「setting（周辺環境）」については文化的，社会的な文脈で遺跡の

普遍的価値を補完するものであるとされている 4）。 
近年,中国では遺跡周辺の開発への関心が高まっている。特に規

模の大きなものは「大遺跡」に認定され，重要な観光資源として，

政府や私営企業 5)による事業が急増し，過度な開発の是非が議論

されている。開発は周辺地域の経済発展や住民生活の改善につな

がるという肯定的な側面をもつが，経済的な利益を優先するあま

り遺跡の保護をおろそかにしたという指摘もある 6)。中国の「大遺

跡」周辺では特に大規模な地区開発が行われている。持続可能な

遺跡の保護のためには地域住民が遺跡の価値を知り関心を持つこ

と，住民がかかわり保護と経済発展を両立させる開発が行なわれ

ることが期待されるが，開発主体である企業や行政の役割につい

ては具体的に明らかにされていない。

中国の「大遺跡」の保護と開発に関しては研究の蓄積があり，そ

の多くは開発を前提として分類や提言をおこなったものである 7)。

たとえば，塗は西安市の大遺跡，大明宮と漢長安城を事例として，

遺跡の保護のためには住民の移住が望ましいと結論づけた 8)。課

題を示したものとして，陳が遺跡周辺の開発が周辺の環境を破壊

していることを指摘した研究がある 9)。 
これらの研究には，中国全体の大遺跡の開発の現状を現状俯瞰

したものはなく，開発が具体的に誰によってどのような経緯で進

められているか詳細を明らかにした研究はない。そこで本研究は，

中国全体の「大遺跡」開発の動向をふまえ，住民参加の好例とされ

開発の経緯をたどることができる良渚古城遺跡を事例に開発にお

ける関係者の関わりを明らかにする。以上の結果から，遺跡周辺

の今後の開発において関係者がどのような役割を果たすべきか考

察することを目的とする。 

（２）研究の方法 

まず中国におけるすべての「大遺跡」の周辺環境の開発の現状を

整理し，「大遺跡」開発事業の傾向と開発主体の関係を把握する。

次に，良渚古城遺跡に隣接する杭州良渚文化村を事例として，開

発における政府，企業および住民のかかわりを明らかにする。良

渚文化村は開発が計画されて 20 年が経過し経緯を把握すること

が可能であることから対象地としてふさわしいと考えた。

研究方法は文献調査，現地調査，聞き取り調査による。中国大遺

跡の開発の現状は，各地方政府のホームページおよび新聞記事か

ら把握した。事例研究は文献資料および開発会社と余杭区政府の

内部資料を用いた。補足として，良渚文化村，開発会社，博物館，

住民団体，政府機関の担当者および関係者計29名に聞き取り調査

を行った10)。 

２．中国における大遺跡の開発の現状 

（１）大遺跡の概念と定義 

中国における「大遺跡」の概念は1960年代には見られるように

なったとされる 11)。2005年に中国文物局が発表した「大遺跡保護

専門資金の管理方法」によって大遺跡は「中国歴代の発展を反映

し，（中略）規模が大きく，影響が強く，重要な価値を持つ大型の

城，宮廷などの遺跡・遺跡群及び文化的景観である」と正式に定義

された 12)。2006年に中国文物局は重要な「大遺跡」100ヶ所を公

表し，その後も5年ごとに重要な大遺跡のリストを更新している。

2016年のリストには全国計152ヶ所が登載された 13)。 
（２）「大遺跡」における開発事業の分類（表－1） 

2016年に発表された「大遺跡」152件のうち，複数の地域にま

たがる8ヶ所を除く144ヶ所の大遺跡を対象に，所在地の政府工

作計画および報告を全て把握し 14)，全ての大遺跡の名称を「百度」

中国の「大遺跡」周辺環境の開発における政府・企業・住民の関わり 
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で検索した。その結果，開発事業が確認できた大遺跡は144ヶ所
のうち125ヶ所だった。さらに，本研究では事業の対象と目的か

ら，開発の内容を独自に分類した。まず，遺跡に直接関係する遺跡

主要事業と直接関係がない遺跡関連事業に分けた。 
遺跡主要事業の開発は遺跡および出土した遺物を対象にしたも

のである。遺跡の保護が主な目的であるが，普及教育，観光による

経済発展，周辺地域の振興などの効果が期待される。博物館，国家

考古遺跡公園，風景区 15)に分類することができた。 
遺跡関連事業は周辺環境の自然，文化資源を対象とし，主な目的

は観光の促進と地域振興である。文化産業園，自然公園，観光農業

園，度假区16)，大型ロケ地に分類することができた。 
（３）開発事業の変遷と現状 

１）全体の傾向 

全体の数は2000年から増加し，2010年で前年の2倍の50件，

その後7年間で3倍以上に急増した（図－1）。開発事業が確認で

きた「大遺跡」は144ヶ所のうちの125ヶ所である。125ヶ所の

うち，遺跡主要要素の開発事業のみの大遺跡は34ヶ所で，遺跡関

連要素の開発事業のみは7ヶ所，両方あるものは84ヶ所だった。

87%で何らかの開発があり，58%は遺跡の主要事業と関連事業両

方の開発が行われた。開発事業がない19ヶ所は新しく発見された

大遺跡で，今後開発される可能性は高い。 
 

表－1 「大遺跡」の開発事業の分類 

 
 

 
図－1 「大遺跡」の開発事業の推移（単位：件） 

 

表－2 遺跡関連事業の開発主体 

 
*度假区から大型ロケ地までは重複してカウントしている     単位（件） 

２）遺跡主要事業（表－1） 

2017 年までで最も多いのは博物館（陳列館）の建設で98件あ

る。博物館は1950年代から増加している。また，展示物の更新の

ため，リニューアル工事や新館建設を実施した博物館も10ヶ所見
られた。例えば，北京の周口店博物館は1953年に遺跡の隣接地に

建てられた規模の小さいものだったが，年々増加する観光客に対

応し，2014年に周口店遺跡から1km離れた所に8,000m2の新館

を建設した 17)。 
次は国家考古遺跡公園の建設で71件ある。国家考古遺跡公園は

地方政府が申請し中国文物局が選定する。選定は2009年から始ま

り，2017年までに三回行なわれた。審査対象は保護と開発のプロ

ジェクトのほか，遺跡の保護管理法の制定，環境の改善がある。計

画中の国家考古遺跡公園も多く，今後の増加が予想される 18)。 
観光地である風景区の整備は最も少なく，19件である。2009年

から増加しているが，博物館，国家考古遺跡公園に比べて増加率

は少ない。遺跡主要事業はいずれも出土遺物に直接関わるため，

計画から運営管理まで政府主導で行われる。 
３）遺跡関連事業（表-1） 

 遺跡関連事業は遺跡の保護を直接目的としておらず政府の関与

はあるが，企業が主導する開発が多い。 
最も多い開発は度假区（総合リゾート開発）で61件である。次

は文化産業園 54件，自然公園 22件，農業園 20件だった。大型

ロケ地は9件と最も少ない。 
度假区と文化産業園 19)は2017年までに最も多い事業である。 
度假区はリゾート地のことで，2015年に中国観光局は「観光度

假区等級管理方法」によって国および省レベルで基準を満たす地

区の認定を開始した。 
文化産業園の建設は 2007 年に中国共産党第十七次代表大会が

採択した「文化産業振興発展計画」の中に重要項目として示され

たことが開発事業増加の原因のひとつと考えられる 20)。その後

2012年に中国国家統計局は「文化及び関連産業の分類の通知」を

発表し，遺跡の保護と開発，文化産業園の投資と運営，観光を文化

の核心として位置付けた。このため，地方でも文化企業を誘致す

る文化産業園の開発が急務になった。趙（2013）は，これによっ

て文化観光施設とリゾート地や高級住宅地を同時に開発するブー

ムがおきたと指摘した21) 。 
度假区の開発によって大遺跡所在地の経済と観光が発展した例 

として，西安市臨潼国家観光度假区内のテーマパーク「大唐芙蓉

園」がある。唐時代の宮廷庭園を模したもので，2017年の入園者

数は延べ220万人を超え，「元宵節」特別提灯展の期間中は1日1
万人以上が入園した 22)。こうした開発について，唐は西安阿房宮

遺跡を事例に周辺の事業は経済利益を追求する破壊性開発である

と述べた 23)。 
自然公園，農業園という二つの開発事業は 1990 年代から始ま

り，徐々に増加した。また大型ロケ地は遺跡関連要素の開発事業

では最も少ない。 
（４）開発事業の主体 

122件の遺跡関連事業のうち59件（48%）は私営企業による投

資で他の主体と比較して最も多く，次に政府が投資したものが29
件（24%），政府と私営企業が合同投資した開発事業は21件（17%）

だった（表－2）。 
また，私営企業による度假区の開発は44件，文化産業園の開発

は31件だった（表－2）。例えば，文化産業園を見ると中国国務院

が主導して開発した北京中関村科技園（23,252ha），内モンゴルの

巴林左旗委，旗政府が開発した上京契丹遼文化産業（316ha）など

大規模な開発事業は政府の投資である。 
自然公園，農業園は政府が主体となったものがそれぞれ 13件，

11件となっており，企業よりも多い。 
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３．杭州良渚文化村の開発経緯 

（１）良渚文化村の概要 

 良渚文化村は中国浙江省杭州市の北西部にある余杭区良渚鎮

に位置し総面積は約900haである（図－1）。北の一部は良渚古城

遺跡の保護緩衝地帯にあり，遺跡の核心保護区から約2km離れて

いる。良渚文化村の現在の人口は約1万8千人である。 

私営企業が主体となり博物館，文化産業園が整備されており，中

国における一般的な「大遺跡」周辺の開発である。 

良渚文化村開発の関係者としては行政，企業，住民があげられる。

行政には国のほか浙江省，杭州市，余杭区があり，省市は行政の計

画を策定し，直接関係するのは余杭区である。企業は,はじめは浙

江南都置業株式会社 24)（以下「南都」とする），2006年からは「南

都」を買収した万科企業株式会社 25)（以下「万科」とする）であ

る。また，住民には開発された住居に移住した新住民と開発以前

からの旧住民がいる。以下，主なできごとからその経緯を把握す

る。開発の経緯と関係者を表－3に示した。 

（２）良渚遺跡と開発への経緯 
良渚遺跡は紀元前 3,300 年から 2,300 年頃のものと考えられて

おり，水田農耕の様々な石器とともに多彩な玉器が出土しており，

墳丘墓や水利システムが作られていることが特徴とされる26)。 
浙江省文物管理委員会は 1955 年から良渚遺跡の発掘調査を開

始した 27)。1994年には国の重点文物保護単位になり，世界遺産暫

定リストに登録された。1996年には余杭県（当時）によって良渚

文化博物館が開設された28)。 
1995年，浙江省人民政府は「良渚遺跡群保護計画」を発表し重

点保護区と建設コントロール区を定めた。2002年には「良渚遺跡

保護区総合計画2002－2020」に更新された29)。2019年に提出さ

れた世界遺産のマネジメントプランにおいて良渚文化村全体は

「環境コントロール区」に，北部は「建設コントロール区」に含ま

れる。「環境コントロール区」では建物の高さが 15m 以下で景観

評価が義務付けられている。「建設コントロール区」は高さ 2.5m
以上の建設は禁止され，建築物の色は黒，グレー，白に規制されて

いる（図－2）30)。 
杭州市は1945 年から2001 年まで5回「杭州市総体計画」（総

合計画）を策定しているが，2001年から2020年までを対象にし

た大 5回総体計画で，はじめて良渚遺跡に関連する「大遺跡」に

ついて言及された 31) 。2001 年には杭州市第九回人民代表大会で

「杭州市良渚遺跡保護管理条例」が採決された。条例の第三条に

は良渚遺跡の保護管理方針は「保護のために合理的に利用する（保

护为主，合理利用）」，第七条には良渚遺跡を市，区の経済と社会の

発展計画に入れるべきであるという内容が明記された 32)。 
 

 

*世界遺産推薦書の地図より作成   

図－2 良渚遺跡と良渚文化村の位置 

 

 

 

表－3 良渚文化村の開発と関係者 
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その後も発掘調査が継続され良渚遺跡は2006年に国の「大遺跡」

に認定され，2019年に「Archaeological Ruins of Liangzhu City」
が世界遺産リストに登載された。 

（３）良渚文化村の当初の開発計画（2002年） 

2000年10月27日に杭州市余杭区政府が「南都」と良渚文化村

開発事業の契約を結んだ 33)。2001年から当時は山裾に田や茶畑が

広がる農村だった 34)良渚鎮の開発が「杭州市総体計画」にもとづ

いて始まった。「南都」ははじめに 11 の開発事業を計画した。山

沿いの住宅地開発7ヶ所，観光開発3ヶ所と商業開発1ヶ所であ

る。いずれも良渚文化村の自然環境をできるだけ保全することが

計画に記されている。開発以前から居住していた旧住民の住居に

ついては計画に記載はあるが，具体的な位置は明記されていない
35)。当初は旧住民村落を建設し観光農業園とする計画があったが，

結果的に実現しなかった。「観光客と3万人の新住民の流入で旧住

民の就職や，農業の発展が見込める。」という記述が当初の計画に

見られる 36)。 
この時期は，企業と政府は共通の「観光，生活，起業」を開発方

針とし，開発の目的は「良渚遺跡保護資金の提供」と「良渚国家考

古遺跡公園の建設の補充」を含む五つを挙げており 37)，良渚遺跡

の保護が開発の目的の一部として考えられていた。 
「南都」が2005年に建設した良渚博物院は建設後に建物が地

方政府に寄贈され2007年に開館した。「南都」は建物だけでなく

3,000万人民元を保護資金として寄付した 38)。当初博物館周辺に

計画された記念広場は実現せず，かわりに2006年に博物館周辺

に美麗洲公園が整備された。 
（４）企業による開発 

2006年8月に「南都」は「万科」に買収され，良渚文化村の開

発事業も「万科」によって管理されるようになった 39)。 
１）住宅の建設 
住宅は2004年「南都」の時期に販売が開始され，2018年まで

継続して建設と販売が行われている。当初は芸術家の入居を計画

していたが 40)，低価格の販売戦略が失敗し，結果的に実現しなか

った 41）。長期間にわたる良渚文化村の開発を経て集合住宅と別荘

の価格は高騰した。初期に建設された白鷺郡の集合住宅は6000
人民元/m²だったが，2018年には5倍の30,000人民元/m²で中古

物件が取引されている。2018年に販売された郡西瀾山の別荘は

一棟で3,000万人民元（約5億円）で，富裕層をターゲットとし

て開発された 42)。 
一方，旧住民が移住する住宅団地は万科によって2009年に整備

された。良渚文化村のエリアにあるが，行政上は良渚文化村では

なく，旧住民の住宅団地ごとに「居民委員会」が管理している。つ

まり，行政は旧住民を良渚文化村の新住民とは別のコミュニティ

と位置付けているのである。「万科」担当者への聞き取りによると

2018年には2箇所で約6,000人が生活する 43)。 

2）インフラ等の事業 

「万科」は住宅開発に併行し施設を次々に整備した。2009年か

ら開発を担当したS氏は良渚文化村の開発理念「三好」（良い住宅，

良い近所，良いサービス）を新たに掲げた 44)。住民のための商業

施設や飲食店，高齢者施設と病院，幼稚園や学校など生活に必要

なあらゆる施設が整備された。中でも特徴的な事例として大雄寺

の建設があげられる。大雄寺は1999年に妙楽禅師が復元工事を始

めたがその後中断していた。2009年に良渚文化村の開発責任者は

「重要な歴史文化資源で住民の精神的なよりどころ」であること

から当初の計画にはなかった復元工事に出資した 。2014 年に工

事が終了し，一般に無料公開された 45)。そのほか 2016 年には建

築家安藤忠雄の設計による良渚文化芸術センターが開館した。住

民が寄付した本をディスプレイした図書館も兼ねたこの施設は，

後述するようにボランティアの拠点にもなっている。 

（５）地方政府（余杭区）による開発と管理 

１）文化産業園 
良渚文化村には二つの文化産業園があった。2016年からこれら

の二つの文化産業園は夢栖小鎮文化産業園として統合され，余杭

区政府が管理するようになった。これによって入居時には区の審

査が必要になり，事業者は補助金を得ることが可能になった46)。 
2011年に良渚玉文化産業園が整備され，当初は個人の彫刻家の

アトリエ，玉器の販売会社など小規模な経営者が入居したが，2016
年に余杭区の産業園の一部である夢栖小鎮文化設計中心になった

時に企業が入れ替わった 47)。夢栖小鎮設計中心には8の企業があ

り（2018 年 9月時点），そのうち「膳佳家居」は良渚遺跡の遺物

の文様をモチーフに利用する許可を得て製品を作っているが，企

画や販売において遺跡や博物館との連携はない 48)。  
玉鳥流蘇創意業産業園には27企業があり（2018年9月時点），

遺跡と関係があるのはそのうち7企業で 49)，広告代理店や，商品

の生産などをしている。例えば，玉鳥流蘇創意業産業園の曼文設

計は良渚遺跡に関する記念品の設計と販売をしており，良渚博物

院のミュージアムショップとも連携している 50)。 
２）良渚遺跡管理区管理委員会 
良渚遺跡管理区管理委員会は 2001 年 9月に成立した杭州市余

  
図－3 開発事業の位置 
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杭区の政府機関の一つであり，良渚遺跡の保護と活用に関する業

務全般を担う 51)。2017年以降，良渚遺跡管理区管理委員会による

周辺住民向けの活動が増加している。良渚遺跡をテーマに作文，

書道，絵画，撮影作品の募集，設計コンテストが開催されるほか，

学生や周辺住民が参加する遺跡の見学や体験活動もある 52)。副主

任L氏は，今後は良渚文化村の企業や，住民団体との連携をさら

に増やしたいと述べた53)。 

（６）住民の活動 

１）村民公約 
新しい住民が増加し，良渚文化村のルールの作りを提唱する活

動が始まった。2008年に住民が作成した「村志」は良渚文化村内

の美しい風景と穏やかな生活を賞賛したもので，住民の自主規定

である「村約」という言葉が初めて使われた。「万科」は住民の考

えに賛同し，その内容を石碑に刻み良渚文化村内に設置した54)。 
この時期に良渚文化村の住民は「万科」からの支援を受け，3,653
戸の合意を経て2011年に26条の「村民公約」を公表した 55)。住

民が積極的にコミュニティの運営に参加したことが評価され，浙

江省民政庁から表彰された 56)。  
２）ボランティア団体 
良渚文化村には多くのボランティア活動があり，その取り組み

は杭州市から評価されている 57)。万科同心円ボランティア連合，

良渚博物院ボランティア服務社，共産党党員ボランティア団とい

う5つのボランティア団体と，良渚文化村の住民が組織する32の

住民社団（クラブ）が存在する58)。 
万科同心円ボランティア連合は良渚文化村社区，随園，万巣教

育，新街坊，大屋頂という5つのボランティア団体が2017年に統

合された組織で，現在は杭州市ボランティア協会に登録され，「万

科」杭州支社が管理している。設立時のボランティアは約700人
だった 59)。住民が講師になって，無料の講座の開催などを行なっ

ている。良渚博物院ボランティア服務社は2010年に設立され，良

渚博物館の展覧教育部が管理している。ガイドのほか他の博物館

との交流を行なっている60)。共産党党員ボランティア団は2011年

に設立した。団員は全て中国共産党党員であり，上級政府の指示

に従いながら，住民の生活などをサポートする 61)。 
良渚博物院ボランティア服務社が良渚遺跡の保護，宣伝活動に

直接関係しているといえるが，他の団体は良渚遺跡の存在は認識

しているものの，良渚遺跡の保護と活動との関係がほとんどない

ことがわかった 62)。 
３）旧住民 63) 
 旧住民の中には当時新居に移住せず，補償金をもらった旧住民

もいた。さらに，良渚文化村の開発によって，旧住民の農地と家が

徴収され戸籍は「農村」から「城鎮」に変更された。万科が建設し

た住居に住むものもいれば，自分は他所に住んで家を貸し家賃で

暮らすものもいるという。聞き取り調査対象の 5名は良渚文化村

の開発によって生活環境が改善し，収入が増加したと述べた。ま

た，良渚文化村の公園や川沿いの散歩道，登山道などは利用して

いるが，良渚文化村のボランティア団体の活動などについては，

全員が知らないし参加したこともないと答えた。 
 

５．おわりに 

現在中国では「大遺跡」の開発が国による保護政策と文化産業の

重視政策の影響で急増しており，今後，経済と社会の発展に伴い，

さらに増加すると考えられる。 
良渚文化村の事例からは，「大遺跡」における開発で企業が大き

な役割を果たした結果を示した。また，地方政府の計画をふまえ

て企業が計画した初期の段階では遺跡の保護に関わりがあったこ

とが明らかになった。しかし，新住民のボランティアや文化産業

園の企業の事業は遺跡保護と関係があるものがあるものの，遺跡

の積極的な保護には繋がっていない。一方，企業は「村民公約」の

支援，宗教施設の復元など新住民によるコミュニティ形成にも関

係していることがわかった。また，旧住民については良渚文化村

のコミュニティには入っていない。 

今後の中国「大遺跡」における周辺環境の開発において，文化産

業重視の政策や都市化の影響で，良渚文化村のようなニュータウ

ンの開発が一般的になると考えられる。遺跡そのものの価値を理

解し，損わない開発を実現するために，最初の計画から，実施の各

段階において政府，企業，住民三者の役割を明確にし，互いに連携

することが重要である。まず計画段階では「大遺跡」を管理する政

府は開発の内容，企業との連携を確認し，遺跡との関係を明らか

にする必要がある。遺跡の開発と保護の関係を強化するために，

開発企業にハードだけではなく新住民や旧住民が遺跡保護につな

がる仕組みを提供するなどの条件を付すべきであると考える。ま

た，企業は遺跡のブランドを利用するかわりに事業を通じて「大

遺跡」の保護，住民活動への資金や場所の支援などに貢献するこ

とが望ましい。開発事業が終わった後も，政府による新旧住民へ

の遺跡に関する普及教育，企業からの遺跡保護活動や住民活動へ

の資金や場所などの支援，住民団体の活動が重視されるべきだと

考える。良渚文化村の事例を踏まえ，今後は中国大遺跡の開発と

遺跡保護の関係をより強化することが期待される。 
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